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訴訟時から令和４年９月 13日改定版までの各規約の差止条文の状況「英語試験ライティングセンター規約」 

 

項

番 

訴状の差止内容 

2021年 9月 15日提起 

訴えの追加的変更申立書の差止内

容を確認するための規約 

2022年 6月 1日改定版 規約 

訴えの追加的変更申立書の差止内

容 2022年 6月 23日提起 

判決日時点で差止内容を確認する

ための規約 

2022年 9月 13日改定版 規約 

１ 〈条文〉 

第６条 会員資格の抹消 

３. 資格を抹消された場合も返金

は認めません。 

〈理由〉 

第６条３項が不返還条項であり消

費者契約法第９条１号に違反 

 

〈改訂内容〉 

第６条３項を削除 

なし なし 

２ 〈条文〉 

第７条 退会 

会員が弊社サービスから退会する

場合、e-mail にて弊社宛てに連絡

するものとします。事情がある場

合には e-mail以外での退会連絡も

弊社が了承する場合に限り認めら

れるものとします。弊社が必要と

判断した場合、弊社指定の退会合

意書にご利用者本人の捺印をいた

だくまでは退会が不可となる場合

もございます。なお退会時の返金

は認められません。一度退会の意

〈条文〉 

第７条 ご利用期間の終了 

サービス開始時にご案内済みのご

利用期間最終日までに、延長のご

契約のお申し込みがない場合、弊

社サービスの提供は終了となりま

す。 

 

〈改訂内容〉 

第７条なお書きを削除し、条文を

改訂。 

 

なし なし 
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思を弊社宛てにいただいた後の意

思変更は認められません。 

〈理由〉 

第７条なお書きが不返還条項であ

り消費者契約法第９条１号に違反 

 

３ 〈条文〉 

第１４条 本サービス提供につい

て 

３．返金 

一度納入していただいた金額は返

金できません。 

 

〈理由〉 

第１４条３が不返還条項であり消

費者契約法第９条１号に違反 

 

 

 

〈条文〉 

第１４条 本サービス提供につい

て 

４．返金 

お支払い済みの入会金は返金でき

ません。入会金を除くお支払い済

みの金額については、法令の定め

または弊社が認める理由がある場

合を除き、返金しません。 

 

〈改訂内容〉 

第１４条３項を４項として改訂 

 

 

 

 

〈条文〉 

第１４条 本サービス提供につい

て 

４．返金 

お支払い済みの入会金は返金でき

ません。入会金を除くお支払い済

みの金額については、法令の定め

または弊社が認める理由がある場

合を除き、返金しません。 

 

〈理由〉 

第１４条４が不返還条項であり消

費者契約法第９条１号に違反、か

つ、判断権限付与条項であり消費

者契約法第１０条に違反 

 

〈条文〉 

左同 

 

〈改訂内容〉 

改訂なし 

 

 

 

 

４ 〈条文〉 

第１３条 免責 

８．本利用規約又はその他の利用

規約等が消費者契約法（平成 12 年

〈条文〉 

第１３条 免責 

５．本利用規約又はその他の利用

規約等が消費者契約法（平成 12 年
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法律第 61 号）第 2 条第 3 項の消費

者契約に該当する場合には、本利

用規約及びその他の利用規約等の

うち、弊社の損害賠償責任を完全

に免責する規定は適用されないも

のとします。この場合において会

員に発生した損害が弊社の債務不

履行又は不法行為に基づくとき

は、弊社は、当該会員が直接被っ

た損害を上限として損害賠償責任

を負うものとします。ただし、弊

社に重過失がある場合に限るもの

とします。 

 

 

 

〈理由〉 

第１３条８項が免責条項であり消

費者契約法第８条１項１号ないし

同項４号に違反 

 

法律第 61 号）第 2 条第 3 項の消費

者契約に該当する場合には、本利

用規約及びその他の利用規約等の

うち、弊社の損害賠償責任を完全

に免責する規定は適用されないも

のとします。この場合において会

員に発生した損害が弊社の債務不

履行又は不法行為に基づくとき

は、弊社は、損害賠償責任を負う

ものとします。ただし、弊社に軽

過失がある場合に限るものとしま

す。なお、弊社は通常損害につい

ては責任を負うが、特別責任につ

いては責任を負わないものとしま

す。ただし、弊社に軽過失がある

場合に限るものとします。 

 

〈改訂内容〉 

第１３条８項を５項として改訂 

５ 〈条文〉 

第１４条 本サービス提供につい

て 

６． お支払い後のキャンセル 

お支払い後のキャンセルはお受け

〈改訂内容〉 

第１４条６項を削除 

なし なし 
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できません。 

 

〈理由〉 

第１４条６項が解除権制限条項で

あり消費者契約法第１０条に違反 

 

６ なし なし 〈条文〉 

第６条 会員資格の抹消 

２．資格を抹消する場合、その会

員が弊社に対して保有するすべて

の権利を抹消するものとします。 

 

〈理由〉 

第６条２項が権利抹消条項であり

消費者契約法第８条１項１号、同

３号及び第９条１号に違反 

 

〈条文〉 

第６条 会員資格の抹消 

２．資格を抹消する場合、その会

員は弊社サービスを今後利用でき

ないものとします。 

 

〈改訂内容〉 

第６条２項を改訂 

 

 

 

 


